
（平成２６年７月２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を３万 3,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 43 年 10 月 22 日から同年 11 月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に転勤した申

立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。当該期間についても継続し

て同社に勤務していたので、第三者委員会で調査の上、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  雇用保険の加入記録、Ｂ社の回答及び同僚の供述から判断すると、申立

人がＡ社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

 なお、異動日については、Ｂ社は、「Ａ社Ｄ工場が厚生年金保険の適用

事業所になったのは昭和 43 年 11 月１日であることから、申立人の同社Ｃ

工場での資格喪失日を同日として届出するべきであった。」と回答してい

ることから、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 43 年９月の記録から、３万

3,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

 

 

 



                      

誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していない

ことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 8550 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 50 年 12 月 20 日に厚生年金保険被保

険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったと認

められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金保険被保険者資

格の取得日を同日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については６万

8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年 12 月 20 日から 51 年１月 20 日まで 

 Ａ社には昭和 50 年 12 月 20 日に入社したのに、厚生年金保険の資格

取得日は 51 年１月 20 日と記録されている。厚生年金基金加入員証では

加入員資格取得年月日は 50 年 12 月 20 日となっているので、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

企業年金連合会が提出した厚生年金基金加入員台帳及び雇用保険の記録

から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、事業主がＣ厚生年金基金に届け出た申立人に係る厚生年金基金加

入員資格取得届（同厚生年金基金解散後、事業主が保管していたもの）に

よれば、申立人の資格取得日は昭和50年12月20日と記載されている上、事

業主は申立期間当時複写式の届出用紙を使用していたと回答していること

から、事業主は厚生年金基金に提出されていたものと同一のものを社会保

険事務所に届け出ていたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和50年12月20日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し

て行ったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間に係る厚

生年金基金加入員台帳の記録から、６万8,000円とすることが妥当である。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 8551 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、

申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①は６万円、申立期間②は９

万円、申立期間③は７万 2,000 円、申立期間④は５万 4,000 円、申立期間

⑤は７万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月８日 

          ② 平成 15 年 12 月 19 日 

          ③ 平成 17 年８月 12 日 

          ④ 平成 17 年 12 月 16 日 

          ⑤ 平成 18 年８月 11 日 

 年金記録を確認したところ、Ａ社において申立期間に支給された賞与

の記録が無かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

   

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳及び給与明細書（賞与）から、

申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間①は６万円、申立期間②は

９万円、申立期間③は７万 2,000 円、申立期間④は５万 4,000 円、申立期

間⑤は７万 2,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが確認できる。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

 

  

  

 



                      

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 8552 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、

申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①は３万円、申立期間②は６

万円、申立期間③は３万円、申立期間④は２万 8,000 円、申立期間⑤は４

万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月８日 

           ② 平成 15 年 12 月 19 日 

           ③ 平成 17 年８月 12 日 

           ④ 平成 17 年 12 月 16 日 

           ⑤ 平成 18 年８月 11 日 

  年金記録を確認したところ、Ａ社において申立期間に支給された賞与

の記録が無かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳及び給与明細書（賞与）から、

申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間①は３万円、申立期間②は

６万円、申立期間③は３万円、申立期間④は２万 8,000 円、申立期間⑤は

４万 2,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが確認できる。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

 

  

  

 



                      

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 8553 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、

申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①は２万円、申立期間②は６

万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月８日 

          ② 平成 15 年 12 月 19 日 

 年金記録を確認したところ、Ａ社において申立期間に支給された賞与

の記録が無かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳及び給与明細書（賞与）から、

申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間①は２万円、申立期間②は

６万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが確認できる。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

  

  

 

  



関東（新潟）厚生年金 事案 8554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 62 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 18 年８月 

年金記録を確認したところ、Ａ社において申立期間に支給された賞与

の記録が無かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る平成 18 年の賃金台帳において、申立

期間の賞与の支給は確認できない。 

また、Ａ社の事務担当者は、賞与は口座振込で支給していると供述して

いるところ、申立人が給与振込口座を指定している金融機関から提出され

た申立人に係る預金取引明細表において、申立期間の賞与の振込みは確認

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

  




